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１　はじめに

　2021（令和３）年１月に文部科学省が設置した新しい時代の特別支援教育

の在り方に関する有識者会議が報告書（１）をまとめ、特別支援教育を担う教師

に求める資質能力や養成・採用・研修等に関する今後の方向性を示した。特
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別支援教育を担う教師に求められる専門性として、“全ての教師”、“特別支

援学級、通級による指導を担当する教師”、“特別支援学校の教師”に分けて、

現状や求められる専門性などの今後の方向性が示されている。具体的に取り

組むべき内容については、別途検討することが必要とされ、2022（令和４）

年３月に、特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議が報

告書（２）をまとめるに至っている。

　本稿では、会議報告書や文部科学省が公開しているデータなどから、特に

聴覚障がい者を対象とする特別支援学校（以下、ろう学校）に焦点をあてて、

ろう学校教員の資格をめぐる現状と課題について考察する。

２　「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議

報告」

　同報告書から、ろう学校に関する内容のいくつかを抜粋する。

（１）特別支援学校教諭免許状の教職課程を有する大学の数

　「令和３年度において、特別支援学校教諭免許状（１種免許状）のうち、

視覚障害領域の教職課程を有する大学数は11大学（国立：10、公立：０、私

立：１）、聴覚障害領域は19大学（国立：15、公立：０、私立：４）、知的障

害領域は166大学（国立：52、公立：７、私立：107）、肢体不自由領域は161

大学（国立：51、公立：７、私立：103）、病弱領域は156大学（国立：48、

公立：７、私立：101）となっており、特に視覚障害及び聴覚障害の領域に

おいて、必ずしも十分な教職課程が全国に分布していない。」

（２）特別支援学校教諭免許状の保有率

　「中央教育審議会答申『これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上

について～学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～（平

成27年12月）』においては、『…教育職員免許法附則第16項（現行第15項）の

廃止も見据え、平成32年度までの間に、おおむね全ての特別支援学校の教員

が免許状を所持することを目指し、国が必要な支援を行うことが適当である。

（以下、略）』と記載されている。この平成27年の答申も踏まえ、これまで、

国及び任命権者により取組が進められることで、免許状保有率は着実に向上

してきたものの、特別支援学校の教師の特別支援学校教諭免許状の保有率は
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86.5％に留まっている（令和３年度時点）。特に、視覚障害や聴覚障害の領

域の免許状保有率が全体的に低い状況にある。」

（３）大学に求められる具体的方向性

　「特別支援学校教諭免許状の教職課程を有する大学のうち、視覚障害領域

や聴覚障害領域に係る特別支援学校教諭免許状の教職課程を有する大学は他

障害種を有する大学より少なく、当該免許状の保有率の改善の観点からも、

特別支援学校教諭免許状の教職課程を有する大学が、大学間連携による双方

の強み・特色を活かした教員養成機能の強化を図るなどの取組が期待される。」

３　文部科学省のデータから見る状況

（１）特別支援学校の教員数（障がい種別）

　文部科学省では毎年、「特別支援学校教員の特別支援学校教諭等免許状保

有状況等」の調査を実施し、翌年に公表している。2021（令和３）年５月１

日段階での国・公・私立学校の特別支援学校の教員数は70,810人で、障がい

種別に示したものが図１である（３）。学校数が最も多い知的障がいの特別支援

学校の教員が43759人、ろう学校教員数は2288人だった。

図１　障がい種別の教員数
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（２）特別支援学校教諭免許状（聴覚障害領域）を保有するろう学校教師

　特別支援学校教諭免許状はそれまでの盲学校教諭免許状・聾学校教諭免許

状・養護学校教諭免許状の３つの免許状を統合して2007（平成19）年４月か

ら始まった（2006年６月学校教育法改正）。障がい種ごとに領域が定められ、 

「聴覚障害教育領域」などこれまでの盲・ろう・養護学校に相当する５つの

領域（聴覚障害・視覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱）が免許状に付記

される。

　2013（平成25）年度～2021（令和３）年度の「障害種別の特別支援学校免

許状保有者」の調査結果から図２を作成した。2021年度は全体で86.5％の教

員が当該種別の領域の免許状を保有しているが、ろう学校の場合は最低の

61％だった。

図２　免許保有率の変化（障がい種別）

（３）新規採用者等の特別支援学校教諭等免許状の保有状況

　2021（令和３）年度の新規採用教員が当該種別の特別支援学校教諭免許状

の保有状況の調査結果を障害種別にまとめ直し図３に示す。全体では80.3％

であったが、ろう学校教師の場合は40.9％と最低だった。
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４　考察

（１）ろう学校教員の免許状の保有状況

　特別支援学校の教員になるためには、現在、必ずしも特別支援学校教諭免

許状が必須とはなっていない。教育職員免許法には、小・中・高等学校等教

諭の免許状に加え、特別支援学校教諭免許状を有していなければならないが、

同法附則第15項に“当分の間、特別支援学校教諭免許状を有していなくても

特別支援学校の教師になることができる”という規定があるためである。こ

の規定は1949（昭和24）年の同法制定時から存在し、これまでにもその問題

点が指摘されてきた（４）。「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関す

る検討会議報告」では、「教育職員免許法附則第15項の将来的な解消を見据

えつつ、国、教育委員会及び特別支援学校において、特別支援学校の教師の

特別支援学校教諭免許状の保有率100％を目指して引き続き取組を進めると

ともに、柔軟な人事交流により幅広い人材育成が可能となるよう対応の方向

性を明確化することが必要である。」と記載され、全ての特別支援学校教員

が特別支援学校教諭免許状の保有することを目指している。2021年度現在、

ろう学校教員で特別支援学校教諭免許状（聴覚障害領域）の保有率が61％で

あることやろう学校新規採用教員の保有率が40.9％であることを考えると、

他の障がい種に比較して、かなり積極的な対策を行う必要がある。

図３　新任教員の当該種別の免許保有率
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（２）特別支援学校の中でのろう学校

　文部科学省初等中等教育局特別支援教育課が毎年調査している「特別支援

教育資料」の2020（令和２）年度５月１日現在の調査データ（５）が2021年10月

に公表されている。同資料によると、特別支援学校の総数は国・公・私立学

校全体で1149校ある。そのうち、聴覚障がいのみを対象とする特別支援学校

は85校あり、他の障がい種も対象とする学校が34校、合計で119校とされて

いる。2007年４月からの特別支援教育の開始により複数の障がい種を対象と

する特別支援学校が設けられるようになった。「複数の障害種を対象として

いる学校はそれぞれの障害種ごとに重複してカウントしている」ことから、 

データ上では各障がい種ごとの学校の状況がわかりにくくなっている。例え

ば、他障がい種も対象としている34校のデータは、知的障がいの子どもを対

象とした部門などの数値が含まれている。それを踏まえても、ろう学校は全

国の特別支援学校の１割程度しかない。都道府県によっては県内に１校しか

ないところも多い（近畿地区では、滋賀県や奈良県など）。図１からはおよ

そ７万人いる特別支援学校教員のうち、ろう学校教員は2000人ほどとなって

いて、教員数は全体の３％強である。ろう学校は、特別支援学校の中では学

校数や教員数などの数の上では非常に少ないのが現状である。

（３）ろう学校教員の養成機関は足りているか

　数は少ないのに、聴覚障がい領域の特別支援学校教諭免許状を保有してい

る教員が少ないのはどうしてなのだろうか。先に示した報告書では、専門性

の重要性が強調されているが、聴覚障がい教育に関する専門的知識・技量を

大学等の教員養成段階で学ぶ機会が少ないことが指摘されている。「特別支

援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告」では、特別支援

学校教諭免許状の教職課程を有する大学として、国・公・私立の大学166大

学で知的障がい領域の特別支援学校教諭免許状の取得できる課程が設置され

ているが、聴覚障がい領域はわずか19大学にとどまる。国立の教員養成系学

部はほぼ全ての都道府県にあり、知的障害・肢体不自由・病弱の領域の教員

の養成は可能だが、ろう学校教員は地元の大学では養成できていないことに

なる。この現状を反映してか、図３のろう学校に着任した新規採用教員で聴

覚障害領域の特別支援学校教諭免許状を保有している者が４割程度しかおら
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ず、特別支援学校全体では８割にもなる保有率の中で、極端に低い状況であ

る。ろう学校の教員養成機関は少ないと言わざるを得ない。

（４）ろう学校教員の“資格”

　教員免許状でろう学校教員の資格を表すと言えるものに、「特別支援学校

教諭免許状（聴覚障害領域）」と「特別支援学校自立活動教諭一種免許状」

がある。

　教育職員免許法施行規則第七条には、特別支援学校教諭の普通免許状の授

与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法が定められて

いる（表１）。一種免許状の場合、最低修得単位数は26単位であるが、免許

状に定められることとなる特別支援教育領域に関する科目（第七条第二欄）

の最低修得単位数は、「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理

及び病理に関する科目」と「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課

程及び指導法に関する科目」を合わせて16単位である。視覚障がい領域・聴

表１　一種免許状の修得単位数

特別支援教育に関する科目の最低修得単位数 専修 一種 二種

第一欄 特別支援教育の基礎
理論に関する科目

2 2 2

第二欄 特別支援教育領域に
関する科目

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の心理、生理及び病
理に関する科目

16 16 8
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の教育課程及び指導
法に関する科目

第三欄 免許状に定められる
こととなる特別支援
教育領域以外の領域
に関する科目

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の心理、生理及び病
理に関する科目

5 5 3
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の教育課程及び指導
法に関する科目

第四欄 心身に障害のある幼
児、児童又は生徒に
ついての教育実習

3 3 3
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覚障がい領域の場合はそのうち８単位を修得（知的障がい領域・肢体不自由

領域・病弱領域は各４単位）すればよいことから、16単位の修得で最低２つ

以上の領域の免許状の取得が可能となる。多くの大学においては講義の授業

を週１回・半期15回で２単位として設定していると思われる。この場合、免

許状に定められることとなる特別支援教育領域は４科目以上を修得すること

が想定される。極論を言えば、第二欄に相当する聴覚障がい関係の２単位科

目を４つ修得すれば、ろう学校教員の「専門性を示す」聴覚障がい領域の教

員免許状が取得できるしくみになっている。２単位４科目の修得で「聴覚障

がい教育が専門です」と言えるだけの知識・技能を修得できるとは思えない。

　２つの国立大学教育学部の第二欄の開設授業科目名を表２、３に示す。と

もに８単位以上の履修を求めている。ろう学校教員として多岐にわたる内容

を修得させたいという気持ちが伝わってくるが、ほとんど１単位科目である。

授業回数と内容の充実度は比例はしないと思うが、各科目をより深い内容に

までは突っ込んで学ぶには１単位では十分とは言えないと思われる。

　特別支援学校自立活動教諭一種免許状は、教育職員免許法第十六条の二第

二項の規定に基づいて1973（昭和48）年に教員資格認定試験規定として定め

られている。聴覚障がい教育の他に、視覚障がい教育・肢体不自由教育・言

語障がい教育の４種類があり、試験（特別支援学校（自立活動）教員資格認

表２　Ａ大学の第二欄科目

最低修得単位

数（８以上）

Ａ大学における開設授業科目

（○はＡ大学必修科目 ･全て１単位）

心身に障害のある幼児、

児童又は生徒の心理、生

理及び病理に関する科目

１以上 ○聴覚障害者生理病理特講（２年次春）

○聴覚障害と心理（２年次秋）

心身に障害のある幼児、

児童又は生徒の教育課程

及び指導法に関する科目

２以上 ○聴覚障害児の教育と指導法（２年次秋）

　聴覚障害児の言語指導（３年次春）

　聴覚障害自立活動特講（３年次秋）

心身に障害のある幼児、

児童又は生徒の心理、生

理及び病理に関する科

目・教育課程及び指導法

に関する科目

　聴覚障害とリテラシー（３年次春）

　聴覚障害とコミュニケーション（３年次春）

　聴覚補償論（３年次秋）

　手話と聴覚障害者（３年次秋）
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定試験）は１年間に１回、独立行政法人教職員支援機構が実施している。文

部科学省は、2024（令和６）年度以降の試験は当面休止することをホームペー

ジで告知している。これまでも受験者が少ない上に、合格するにはかなり難

関であるともいわれていた試験であるが、自立活動を担当する上ではどのよ

うな内容が求められているかが鮮明に打ち出された試験であったため、休止

が惜しまれる。

（５）認定講習で十分か

　「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告」には、

「教育職員免許法附則第15項の将来的な解消を見据えつつ、国、教育委員会

及び特別支援学校において、特別支援学校の教師の特別支援学校教諭免許状

の保有率100％を目指して引き続き取組を進めるとともに、柔軟な人事交流

により幅広い人材育成が可能となるよう対応の方向性を明確化することが必

要である。」と記載され、「教育職員免許法附則第16項（現行第15項）の廃止

も見据え」ている。そのためには、現職教員の保有率を向上させる必要があ

り、認定講習が果たす役割が大きい。認定講習は、「特別支援教育を担う教

師の養成の在り方等に関する検討会議報告」には、「現職教師としての勤務

年数等を加味し、修得単位数を軽減する方法もある。」と記されている現職

教員を対象とした認定講習会での単位修得での特別支援学校教諭免許状の取

得のことである。

表３　Ｂ大学の第二欄科目

Ｂ大学における開設授業科目

（○はＢ大学必修科目） 最低修得単位数（８以上）

心身に障害のある幼児、

児童又は生徒の心理、生

理及び病理に関する科目

○聴覚障害者心理・生理概論（２年次前） （１単位）

○聴覚障害者病理概論（２年次後） （１単位）

○聴覚障害者のアセスメント（３年次後） （１単位）

　聴覚障害者のアセスメント応用（４年次後） （１単位）

心身に障害のある幼児、

児童又は生徒の教育課程

及び指導法に関する科目

○聴覚障害者の教育課程・指導法（２年次前） （２単位）

○聴覚障害者の自立活動（３年次前） （２単位）

　聴覚障害者教育支援演習（３年次前） （１単位）

○手話の基礎（３年次後） （１単位）

　手話の応用（４年次前） （１単位）
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　文部科学省ホームページには「免許法認定講習・公開講座・通信教育」に

ついて下記のように記載されている（６）。「免許法認定講習・公開講座・通信

教育とは、一定の教員免許状を有する現職教員の方が、上位の免許状や他の

種類の免許状を取得しようとする場合に、大学の教職課程によらずに必要な

単位を修得するために開設されている講習・公開講座です。教員免許状を取

得するためには、原則として大学等において学士の学位等の基礎資格を得る

とともに、教職課程において所定の単位を修得することが必要です。しかし

ながら、教員の資質の保持・向上のため、現職の教員等がすでに所有してい

る免許状を基にして、一定の在職年数と単位取得によって上位の免許状など

を取得する方法も開かれており、免許法認定講習・公開講座・通信教育はこ

のために設けられている制度です」。認定講習による免許状の取得は「教育

職員検定」（教職員職員免許法第６条別表第７）によるものであり、専修免

許状・一種免許状・二種免許状の取得が可能であるが、多くは二種免許状を

取得している。認定講習により二種免許状を取得するには、幼・小・中・高

等学校の普通免許状を有し、３年の在職経験が必要となる。注意しなければ

いけないのは、二種免許状の場合、必ずしも該当する障がい種の特別支援学

校に在職している必要はなく、幼・小・中・高または中等教育学校での在職

経験でよい。図２に示した文部科学省の「障害種別の特別支援学校免許状保

有者」の調査結果は専修・一種・二種免許状の合計が示されている。実態と

して、二種免許状しか保有していない現職教員が実態としては多いことが想

定される。表４に2022年度の「大阪府教育委員会特別支援学校教育職員免許

表４　二種免許状の科目例

領　域 科　　目 単位

聴覚障がい者に 
関する教育の領域

第１欄 特別支援教育基礎論 1

第２欄

聴覚障がい者の心理・生理・病理 1

聴覚障がい教育課程と指導法 1

知的障がい教育総論・肢体不自由教育総論・
病弱教育総論のうち１科目

1

第３欄
言語・発達障がい教育概論 1

重複・LD教育概論 1

必要単位数　合　計 6
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法認定講習実施要領」に記された特別支援学校教諭二種免許状「聴覚障がい

者に関する教育の領域」の必要な科目と単位の一覧を示す（７）。表からわかる

ことは、聴覚障がい関連の科目はわずか２単位で聴覚障がい者に関する教育

の領域の特別支援学校教諭二種免許状を取得できてしまうことになる。３年

間の教職経験と２単位分（１単位２科目）の修得で、ろう学校教員の専門性

を示す指標を売ることが、本当に子どもたちにとって有益なことと言えるの

であろうか。

（６）他の専門職種に任せればいいのか

　「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告」には、特

別支援学校には重複障がいの子どもが多く在籍していることが指摘され、多

様な実態の子どもの指導に当たることができる幅広い知識・技能の修得が必

要と述べられている。多様な実態の子どもの指導には、障がいに関する多様

な専門性が必要となる。多様な専門性は、それぞれの専門性が「薄く・広く」

を意味するのではなく、高い専門性が幅広く必要ということであろう。教員

一人一人が幅広く高い専門性を有することが望ましいが、現実的には困難と

思われるので、核となる領域の高い専門性を持った教員が、さらに他領域の

「薄く・広い」知識・技能を持ちあわせることや、「狭い領域での高い専門 

性」は、教員ではない専門職種（例えば、言語聴覚士）を採用・配置して、

その役割を担わせることなどが考えられる。言語聴覚士を正規の職員として

採用している自治体もいくつかあるが、主に医療現場での業務が想定されて

養成されてきた言語聴覚士が教育の領域で活躍するには、実績も経験もその

蓄積も発展途上と言える（８）（９）（10）。仮に言語聴覚士がろう学校の中で位置づい

たとしても、ろう学校教員が聴覚や言語に関する専門性が不要ということに

はならない。

　以上、ろう学校教員の資格をめぐる現状と課題をみてきた。ろう学校教員

の専門性を資格として示すものに特別支援学校教諭免許状（聴覚障がい領域）

があるが、大学等の履修を免許状取得のための最小単位で考えるとき、その

学びは不十分といわざるを得ないことがわかった。さらに、文部科学省のめ

ざす保有率向上の方策としての認定講習に至っては、あまりにも少ない内容
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になっていることもわかった。大学・認定講習ともに、質・量の増加を願う

が、まずは質的側面の向上を目指せないかと考える。大学の授業内容はシラ

バスによって、その一部を知ることは可能であるが、授業そのものの内容は

判明しない。聴覚障がい教育領域の科目について、ろう学校教員のような授

業研究会などは行われていない。それぞれの教員がそれぞれが有する専門性

をもとに、教材研究して進められているのが現実である。今後は、聴覚障が

い関連科目の授業研究などが広く行われることが、質の向上に貢献すると思

われる。大学や認定講習における他の障がい種の一部でこのような取り組み

も行われている（11）（12）（13）。2022年７月には文部科学省は「大学の教職課程で共

通に修得すべき資質能力を示す」ものとして「特別支援学校教諭免許状コア

カリキュラム」を作成した（14）。「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教

育課程及び指導法（指導法）―聴覚障害者に関する領域―」など、各科目内

での教授すべき内容事項を整理しており、特別支援学校の教諭としての質保

証となるものである。今後は大学での授業内容や教材等に関する実践や研究

が行われ、授業の質の向上が図られていくことが課題の一つとなるであろう。
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要約

　文部科学省が公開しているデータなどから、聴覚障害者を対象とする特別

支援学校（以下、ろう学校）に焦点をあてて、ろう学校教員の資格をめぐる

現状と課題について考察した。

　ろう学校教員の専門性を“資格”として示すものに特別支援学校教諭免許

状（聴覚障がい領域）があるが、大学等の履修を免許状取得のための最小単

位で考えるとき、その質も量も不十分といわざるを得ないことがわかった。

　聴覚障がい教育領域の科目について、ろう学校教員のような授業研究会な

どは行われていない。それぞれの教員がそれぞれが有する専門性をもとに、

教材研究して進められているのが現実である。今後は、聴覚障がい関連科目

の授業研究などが広く行われることが、質の向上に貢献すると思われる。

キーワード　ろう学校教員、資格、教員養成、授業研究


